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参考資料５

廃 棄 物 に 関 す る 問 い 合 せ 先

産業廃棄物に関する内容は、所管する振興局または政令市にお問い合わせください。一般廃棄物に関す
る内容は、所管する市町村にお問い合わせください。

【北海道】
問 合 せ 先 所 在 地 電話番号

空知総合振興局 （環境生活課） 〒068-8558 岩見沢市８条西５丁目 0126-20-0042

石狩振興局 （環境生活課） 〒060-8558 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館5階 011-204-5823

後志総合振興局 （環境生活課） 〒044-8588 倶知安町北１条東２丁目 0136-23-1352

胆振総合振興局 （環境生活課） 〒051-8558 室蘭市海岸町１丁目4-1 むろらん広域センタービル 0143-24-9576

日高振興局 （環境生活課） 〒057-8558 浦河町栄丘東通56 0146-22-9253

渡島総合振興局 （環境生活課） 〒041-8558 函館市美原４丁目6-16 0138-47-9437

檜山振興局 （環境生活課） 〒043-8558 江差町字陣屋町336-3 0139-52-6492

上川総合振興局 （環境生活課） 〒079-8610 旭川市永山６条19丁目1-1 0166-46-5921

留萌振興局 （環境生活課） 〒077-8585 留萌市住之江町２丁目1-2 0164-42-8432

宗谷総合振興局 （環境生活課） 〒097-8558 稚内市末広４丁目2-27 0162-33-2921

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 （環境生活課） 〒093-8585 網走市北７条西３丁目 0152-41-0629

十勝総合振興局 （環境生活課） 〒080-8588 帯広市東３条南３丁目 0155-27-8527

釧路総合振興局 （環境生活課） 〒085-8588 釧路市浦見２丁目2-54 0154-43-9153

根室振興局 （環境生活課） 〒087-8588 根室市常盤町３丁目28 0153-23-6821

環境生活部 環境局 循環型社会推進課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目道庁本庁舎12階 産業廃棄物について 011-204-5199

一般廃棄物について 011-204-5198 不法投棄対策について 011-204-5201
ＰＣＢ廃棄物について 011-204-5192(大気環境係)

環境生活部 環境局 気候変動対策課 リサイクルについて 011-204-5197 循 環 税 に つ い て 011-204-5668

【政令市】
問 合 せ 先 所 在 地 電話番号

札幌市 環境局 環境事業部 事業廃棄物課 〒060-8611 札幌市中央区北1西2 札幌市役所本庁舎13階 011-211-2927

函館市 環境部 環境保全対策室 環境対策課 〒040-0022 函館市日乃出町26-2 0138-56-3827

旭川市 環境部 環境指導課 〒070-8525 旭川市６条通９丁目46 0166-26-1111(内線5218)

※これまで小樽市が所管していた産業廃棄物の事務等は、平成18年４月から、北海道の所管となりました。

（ただし、自動車リサイクル法関係の事務は、なお小樽市が行っています。P66参照）

【国（環境省の道内の出先機関）】
問 合 せ 先 所 在 地 電話番号

北海道地方環境事務所 環境対策課 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目札幌第１合同庁舎3階 011-299-1952

【その他産業廃棄物に関するお問合せ】
内 容 問 合 せ 先 所 在 地 電話番号

紙マニフェスト関係 公益社団法人 〒060-0005 011-241-7611
北海道産業資源循環協会 札 幌 市 中 央 区 北 ５ 条 西 ６ 丁 目 北 海 道 通 信 ビ ル ５ Ｆ

電子マニフェスト関係 公益財団法人 〒102-0084 0800-800-9023
日本産業廃棄物処理振興センター 東京都千代田区二番町３ 麹町ｽｸｴｱ７F （JWNETｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）

不 法 投 棄 や 不 適 正 な 処 理 を 見 つ け た と き は

廃棄物の不法投棄や不適正な処理（不適正保管等）を見つけたときは、トラブルが及ばないよう、ご自
身では対処せずに以下により速やかにお知らせください。

１. 現場の位置を確認してください。（具体的な区域名、字名及び地番等が不明な場合は、主要道路や
目標物などの周囲の状況、現場までの経路を確認してください。）

２. 可能であれば、不法投棄又は不適正な処理が行われている廃棄物の種類、現場の状況、駐車車両の車種や
ナンバー、車体記載の社名等を確認してください。

３. １～２で確認した事項を、産廃１１０番（下記参照）又は地域を管轄する振興局、警察署に通報し
てください。

４. 夜間や休日の場合で振興局に連絡が付かないときは、産廃１１０番のFAX若しくは留守番電話又は電
子メールでお知らせいただくか、警察署に通報してください。
なお、電子メールでお知らせいただく場合は、北海道のホームページ（http://www.pref.hokkaido.

lg.jp/ks/jss/index.htm ）から又は直接次のアドレスにご連絡ください。

ご み ハ イ 通 報

産廃１１０番（電話・FAX兼用）：０１２０－５３８１２４

電子メールアドレス：kansei.junkan1@pref.hokkaido.lg.jp


